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郡内織物産地未来創造プロジェクト業務委託に係る企画提案公募要領 

 

１ 趣旨 

 本事業は、次世代のファッション・デザイン業界を担っていく若手デザイナーやデ

ザイン分野の学生に対して、郡内織物に対する理解を深める機会及び制作・発表の機

会を提供することで、郡内織物と先進的な感性との融合を図り、郡内織物の新たな価

値創出に繋げることを目的としている。 

また、郡内織物の歴史的背景や特徴、若手デザイナー等との協働による取組成果に

ついて、各種メディア等を活用して情報発信を行うことで、国内外の関連業界関係者

の関心を喚起し、クリエイティブ分野における郡内織物の認知度の向上を図ることを

目的としている。 

ついては、次のとおり公募により法人等から企画提案を募集し、その内容を審査し

て、最良の提案をした者を選定し、随意契約の相手方の候補者とする手続き（以下「公

募型プロポーザル」という。）を実施する。 

この実施要領は、公募型プロポーザルを公正かつ公平に実施するために、必要な事

項を定めるものである。 

 

２ 企画提案を求める業務の概要 

（１）業務委託の名称 

  郡内織物産地未来創造プロジェクト業務 

（２）業務委託期間 

  委託契約締結日を始期とし、令和９年３月３１日（水）を終期とする。 

（３）業務内容 

  郡内織物産地未来創造プロジェクト業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）

に定めるとおりとする。 

（４）予算上限額 

  本業務に係る委託料の上限額 金 １７，２２４，０００円（消費税及び地方消

費税を含む）。ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内

容の規模を示すものである。 

 

３ 参加資格 

本公募型プロポーザルに参加できる者は次に掲げる条件の全てを満たす者とする。

なお、当該条件を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合に

は、応募を認めないことがある。  

（１）本業務を適切に実施するために必要な専門的知見及び実施体制を有しているこ
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と。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札

の参加者の資格に関する規定）に該当しない者であること。 

（３）参加申込書類の提出日において、国又は地方公共団体その他の公共機関から競

争入札における指名停止措置を受けていない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立

てがなされていない者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者

を除く）であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に掲げる暴力団又はその構成員のいずれにも該当せず、かつ、これ

の利益になる活動をそれと知りながら行う者でないこと。 

（６）「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（平成２３年４月１日）」

や「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領（平成１０年４月１日）」

による指名停止措置期間中の者でないこと。 

 (７) 山梨県税、消費税及び地方消費税等の滞納がないこと。 

（８）当該公募案件に参加しようとする者の間に次の【資本関係又は人的関係がある

者の同一案件への参加制限の基準】に示す１～３の基準のいずれかに該当する

関係がないこと。 

【資本関係又は人的関係がある者の同一案件への参加制限の基準】 

１ 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

（１）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規

定する子会社をいう。（２）において同じ。）と親会社等（同条第４号

の２に規定する親会社等をいう。（２）において同じ）の関係にある場

合 

（２）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

２ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。但し（１）については、会社等（会

社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定す

る会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社（会

社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する更生会社を

いう。）である場合を除く。 

（１）一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役
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員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を

現に兼ねている場合 

ア．株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

① 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社におけ

る監査等委員である取締役 

② 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取

締役 

③ 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

④ 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合に

より業務を遂行しないこととされている取締役 

イ．会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ウ．会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又

は合同会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に

別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を

除く。） 

エ．組合の理事 

オ．その他業務を遂行する者であって、ア．から エ．までに掲げる者に

準ずる者 

（２）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は

会社更生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管

財人」という。）を現に兼ねている場合 

（３）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

３ その他公募型プロポーザルの適正さが阻害されると認められる場合 

組合とその構成員が同一の公募型プロポーザル案件に参加している場合その

他上記１又は２と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

 

４ 日程 

実施項目 日程 

企画提案募集開始 令和８年４月２８日(火) 

参加申込書提出期限     令和８年５月８日(金)午後５時 

質問受付期限 令和８年５月８日(金)午後５時 

質問回答期限 令和８年５月１２日(火) 

企画提案書提出期限 令和８年５月２７日(水)午後５時 
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企画提案書類審査※  令和８年５月２８日(木)以降 

採択通知・契約締結※ 令和８年５月２９日(金)以降 

  ※企画提案書の提出期限前において、全ての参加者から企画提案書の提出が確認

できた場合には、書類審査、採択及び契約締結を、当初予定より前倒しして実

施する場合があります。 

 

５ 応募手続き 

（１）書類等提出先、質問受付（共通） 

山梨県産業政策部 産業振興課 地場産業振興担当 担当：渡辺・上垣 

  〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 山梨県庁別館３階 

  メールアドレス：sangyo-sin@pref.yamanashi.lg.jp 

（２）参加申込書の提出 

①参加申込書類 

本件企画提案に応募する方（以下「企画提案応募者」という。）は、参加資

格を審査するため、次の書類を提出すること。 

提 出 書 類 部 数 

１ 参加申込書【様式１】 １部 

２ 誓約書【様式２－１】 １部 

３ 役員名簿【様式２－２】 １部 

４ 資本関係・人的関係等に関する調書【様式２－３】 １部 

５ 履歴事項全部証明書【写し可】(書類受付日から３か月以

内に発行されたもの) 
１部 

６ 国税納税証明書(税務署で交付される様式) １部 

７ 都道府県税納税証明書（県税等に未納がない旨の証明書） 

（都道府県で交付される様式） 
１部 

８ 直近の会社の経営状況が把握できる資料 

（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書等） 
１部 

９ 会社概要が把握できる資料（会社パンフレットなど） ６部 

※物品等入札資格者名簿に登載されている場合は、競争入札参加資格通知書

（写）を添付すること。この場合、上記２、３の提出は不要とする。 

②提出期限 

   令和８年５月８日(金)午後５時必着 
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③提出方法 

持参または郵送 

※持参の場合の受付は、平日午前９時から午後５時までとする。 

※平日とは、山梨県の休日を定める条例（平成元年３月２７日条例第６号）に 

定める県の休日以外を指すものとし、以下同様とする。 

  ④提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

⑤参加資格審査 

参加申込書類により書面審査を行い、審査の結果について各参加申込者に連

絡する。なお、企画提案書の作成・提出の要件を満たす者として選定されなか

った者は、上記の連絡を受けた日の翌日から起算して７日（県の休日を除く）

以内に、書面（様式自由）により理由について説明を求めることができる。 

（３）企画提案に関する質問の受付 

①質問様式 

質問書【様式３】を使用すること。 

②受付期限 

   令和８年５月８日(金)午後５時まで（必着） 

③質問方法 

・電子メールで送信すること。 

・件名を「郡内織物産地未来創造プロジェクト業務に関する質問（貴社名）」と

すること。 

④回答方法 

・質問に関する回答は一覧形式で作成し、原則、その時点で参加申込をしている

者全員に対して電子メールにて回答する。 

・質問への回答は令和８年５月１２日(火)午後５時（予定）までにまとめて行う。 

⑤その他 

・電話や応答での質問には応じない。 

・本企画提案に関係のない質問や、本企画提案に公平性を保てないと判断した場

合などには、回答をしないこともある。 

・質問の内容について確認をメール等にて行うことがあるので、その場合は速や

かにメールにて返信すること。 

（４）企画提案書等の提出 

①企画提案書類 
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企画提案書類は１参加者につき１提案のみとし、次により提出すること。 

 

項 目 内 容 部数 

企画提案 ・ A4版（縦横印刷いずれも可）、横書き、左綴じ、A3

版 折込可、ページ数制限なし 

・ 日本語表記で12ポイント以上 

・ 仕様書の業務内容の順に記載すること 

・ 事業全体の作業スケジュールをA4版１枚に示すこと 

・ 関連会社等へ再委託する場合はその内容等 

・ 提案事業者の名称を記載しないこと 

・ その他については、仕様書を参照すること 

６ 

実施体制 ・ 本業務遂行のための実施体制が把握できる資料 

（業務実施責任者、プロジェクトチームの構造、人員数

、経験年数、実績、協力会社のネットワーク等） 

６ 

主な実績 ・ 類似実績が把握できる資料（過去５年以内に実施した

もの） 

６ 

見 積 書 ・ 税抜価格、消費税、積算内訳を記載すること。 

・ 見積額は予算上限額の範囲内とすること。 

１ 

 

②提出期限 

   令和８年５月２７日(水)午後５時必着 

③提出方法 

・持参または郵送 

※持参の場合の受付は、平日午前９時から午後５時までとする。 

・企画提案書類についてはＰＤＦを別途メールで送付すること。 

  ④一度提出した企画提案書等は、これを書き換え、差し替え又は撤回することが

できない。 

  ⑤原則書面審査のため、企画提案書は詳細に記すこと。 

  ⑥次のいずれかに該当する場合、企画提案は無効とする。 

・本募集要項に定める手続き等に合致しない場合 

・参加資格を満たしていないことが判明した場合、提案に関する談合、提出書類

の虚偽記載、その他の不正行為があった場合 
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６ 審査に関する事項 

（１）必要な場合、県は企画提案書の内容について提案者に質問する場合がある。そ

の回答はすべての審査員に提供する。 

（２）審査基準は、別紙「審査基準」のとおりとする。 

（３）審査は、審査の公平性確保及び企業ノウハウの流出防止のため非公開とする。 

（４）総得点が１位であっても、仕様書に沿わない場合や得点が著しく低い審査項目

がある場合は、最優秀提案者に選定しないことがある。 

（５）審査の結果を基に、県が第１順位の委託候補者を決定し、当該事業者との契約

手続きを行う。 

（６）審査の結果は、書類審査実施以降、各提案者に「採用」「不採用」の別を連絡

する。 

（７）第１順位の委託候補者が契約を締結しないときは次点の者と契約の交渉を行

う。 

（８）選定結果等は、県のホームページで公表する。 

   ※公表事項は、評価基準、配点及び評価、審査結果、委託契約者の名称、契約

締結年月日、契約金額とする。ただし、契約者以外の企画提案応募者の名称

は公表しないものとする。 

 

７ 契約に関する事項 

（１）契約書は２通作成し、双方記名押印して、各自１部を所持するものとする。 

（２）契約保証金については、山梨県財務規則（昭和３９年山梨県規則第１１号）第

１０９条第１項に規定する契約保証金を契約締結と同時に納めなければならな

い。ただし、規則第１０９条の２に該当する場合はこれを免除するものとする。 

（３）企画提案書等に記載された事項は、仕様書と合わせ、契約時の仕様書として

扱う。ただし、業務の目的のために修正すべき必要がある場合には、県の指示

により契約締結段階において契約内容を追加、変更又は削除するものとする。 

（４）著作権人格権による損害賠償の請求等については、本件契約者においてこれ

を処理する。 

 

８ その他 

（１）企画提案及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国

通貨とする。 

（２）選考経過についての問い合わせは受け付けない。 
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（３）提出書類の取り扱い 

① 提案内容に含まれる特許権など、日本国の法令に基づいて保護されている第三 

者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として企

画提案応募者が負う。 

② 提出書類は、いかなる理由があっても返却しないものとする。 

（４）企画提案応募に要した一切の費用については、すべて企画提案応募者自身の負

担とする。 

（５）審査終了後、契約を締結するまでの間、本要領に定めた条件を満たさない事態

が発生した場合には、契約を締結しないことがある。なお、手続きの停止又は契

約を解除した場合でも、当該業務に要した費用については、一切補償しないもの

とする。 

（６）参加資格の条件を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった

場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加を認

めないことがある。 

 

９ 本件に関する問い合わせ先 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 山梨県庁別館３階 

山梨県産業政策部 産業振興課 地場産業振興担当 担当：渡辺・上垣 

電話：０５５－２２３－１５４３（直通） 

メールアドレス：sangyo-sin@pref.yamanashi.lg.jp 


